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奥
羽
諸
藩
に
お
り
る
赤
子
養
育
仕
法

本

庄

治

耳目

楽

緒

言

徳
川
時
代
の
人
日
は
、
そ
の
前
宇
に
於
て
は
増
加
の
傾
向
を
示
し
た
が
、
共
後
竿
に
於
て
は
寧
ろ
静
止
の
般
を

星
せ
し
こ
ご
は
、
判
品

ω阪
に
論
じ
た
蕗
で
あ
る
。
人
口
紋
態
が
か
く

ω如
く
離
化
し
た
に
就
て
は
勿
論
椅
々
な
る

理
由
が
ゐ
る
が
、
概
し
て
い
へ
ば
前
年
期
は
戦
闘
守
乱

ω後
を
享
け
た
卒
和
時
代
で
あ
h
ノ
、
岡
民
が
そ
の
靖
に
安

じ
て
、
産
業
に
従
事
し
・
人
口
増
殖
に
都
合
よ
き
放
践
が
開
け
た
も
の
で
ゐ
っ
た
が
、
そ
の
後
竿
期
に
於
て
は
太

一
般
仁
保
守
退
嬰
に
陥
h
J
農
村
は
疲
弊
し
、
且
飢
儲
疫
病
北
〈
他
の
天
災
が
矧
h
J
に
起
っ
た
の

卒
の
俄
弊
に
染
み
、

み
な
ら
争
、
堕
胎
陰
殺
り
忍
風
行
は
れ

L
震
時
人
口
は
殆
ん
ど
静
止
の
紋
態
ご
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。
而
し
て
常
時

人
口
問
題
£
し

τ重
要
な
る
b
の
は
人
口
の
都
市
集
中
の
問
題
ご
人
目
制
限
の
問
題
ご

ω雨
者
で
ゐ
る
o

前
者
に

つ
い
て
は
瞥
〈
之
を
措
主
、
級
者
に
つ
い
て
少
し
〈
述
べ
て
見
た
い
芭
恩
ム
。

節

税

五
= 

第
二
十
穴
巻

五

論

最

奥
羽
詰
藩
に
お
け
る
赤
子
養
育
仕
法

拙着、制済史研究 I印頁以下1) 
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設

前

奥
羽
商
務
に
お
け
る
赤
子
養
育
仕
法

第
二
十
六
巷

五
四

士拝

観

査

四

人

口

の

制

限

人
口
制
限
は
即
ち
堕
胎
陰
殺
の
弊
胤
が
営
時
一
般
に
行
は
れ
た
こ
ご
で
ゐ
る
。
ぞ
れ
は
江
戸
・
京
・
大
阪
等
の
大

都
曾
に
行
は
れ
た
の
み
な
ら
守
、
奥
羽
よ
h
九
州
各
地
に
至
る
農
村
に
於
て
も
盛
ん
に
行
は
れ
た
こ
正
は
既
に
諸

祁

ω文
献
じ
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
明
和
四
年
の
令
に
も
「
百
姓
共
大
勢
子
供
有
之
候
ば
、
出
生

ω子
を
産
所
に
て

直
に
殺
候
同
約
も
有
之
段
相
問
、
不
仁
り
至
に
候
。
以
来
右
瞳
の
俄
錦
之
様
、
村
役
人
は
勿
論
百
姓
共
も
相
互
に

心
を
附
可
申
候
b

常
陸
下
線
港
仁
て
は
別

τ右
の
取
沙
汰
有
之
由
、
若
外
よ
り
相
編
に
お
ゐ
て
は
可
錦
曲
事
者

也
」
ご
め
る
。
九
州
で
は
五
千
あ
れ
ば
二
見
を
殺
す

ω風
が
あ
り
・
土
佐
地
方
で
は
一
家
に
は
一
男
二
女
を
血
中
戸
、
品

を
以

τ限
度
吉
す
る
の
風
が
ゐ
・
り
、
或
る
地
方
で
は
出
産
屈
は
男
子
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
女
子
出
生
は
十
人
に
一

人
も
ゐ
る
か
な
さ
か
位
の
蕗
も
あ
っ
た
。
日
向
地
方
で
は
長
子
一
人
を
血
中
「
る
の
み
で
他
は
暗
か
ら
陪
へ
葬
り
、

却

τ上
方
其
他
に
て
児
童
を
か
Y
」
は
か
し
、
之
を
寅
り
に
来
る
所
の
所
調
人
買
札
に
よ
っ
て
幼
児
を
買
取
る
方

が
‘
赤
児
hz養
育
す
る
の
手
数
が
省
け
る
ご
考
ふ
る
に
至
っ
た
さ
い
ふ
こ
ご
で
ゐ
る
。

こ
れ
等
の
事
貨
に
徴
す
る

も
堕
胎
陰
殺

ω
一
般
に
行
は
れ
た
こ
ご
は
認
め

F
る
合
得
5
る
露
で
あ
る
。

右
山
風
習
は
、
脅
に
煤
民
階
級
に
行
は
れ
た
の
み
な
ら
十
・
武
士
階
級
に
も
及
ん
で
居
た
。
中
井
竹
山
の
「
草

茅
危
言
」
に
『
溢
土
法
福
岡
の
窮
民
、
子
を
嗣
草
F
る
者
移
し
ψ

治
咽
自
風
を
な
し
て
情
然
Z
し
て
怪
ま
十
。
日
向
ゐ
た
b

拙華、組白書史研究I18頁
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別
し
て
甚
〈
、
共
風
土
太
夫
迄
も
侍
染
し
た
る
は
飽
迄
聞
及
た
h
。
(
蜘
)
士
大
夫
の
聞
に
て
出
産
ゐ
れ
ば
互
に
問

合
て
此
度
は
子
を
奉
る
己
閉
は
往
て
賀
し
、
自
串
ぬ
ご
聞
は
知
ら
ぬ
振
に
て
賀
せ
守
ご
云
o
大
方
長
子
一
人
を
皐
げ

て
共
僚
は
血
中
す
。
者
二
三
人
も
邸
中
れ
ば
未
練

atτ
笑
ふ
白
ゐ
き
れ
は
て
た
る
事
也
」

tあ
る
が
如
き
之
を
設
す

る
も
の
で
ゐ
る
U

制
限
の
方
法
は
終
物
施
術
に
よ
っ
て
陥
胎
し
・
耐
陛
殺
の
方
法
に
よ
っ
て
殺
児
を
行
っ
た
も

ωで
あ
る
が
、
砕
同
時

之
を
間
引
く
、

hr

へ
す
、
一
決
す
な
ど
Z
得
し
た
も
の
で
あ
っ

τ、
間
引
ど
い
ム
所
以
は
恰
も
市
川
大
枚
な

rを
引
抜

い
て
械
を
絶
つ
ご
同
様
に
考
へ
た
も
の
で
め
る
o

都
舎
で
は
縦
し

τ臨
胎
の
方
が
多
(
、
回
合
で
は
殺
児
山
方
が

多
〈
行
は
れ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
こ
の
抽
出
胎
施
術
者
は
却
も
中
脇
陣
流
ご
栴
せ
ら
る
、
も
の
で
、
も
Z
は
産
科
際
で
ゐ

っ
た
が
、
級
に
は
崎
胎
脅
専
門
ご
す
る
者
を
も
指
す
や
う
に
な
っ
た
。
「
松
路
筆
記
」
仁
は
「
A
T
の
世
中
保
流
子
お
ろ

[
山
術
都
下
じ
遁
桶
廿

b
。
陥
胎

ω醐
端
技
を
施
す
草
山
也
」
，
と
あ
る
。
叉
正
保
三
年

ω江
戸
町
鯛
で
は
看
板
を
掲
げ

て
子
お
ろ
し
の
市
川
氏
を
す
る
長
ご
を
禁
じ
、
天
保
改
革
の
主
き
の
鯛
書
に
も
市
中
女
障
者

ω殴
肋
を
禁
じ
て
居
る

か
ら
此
楠
修
業
者
の
あ
っ
た
こ
三
は
明
か
で
あ
る
。
更
に
民
間
に
て
陸
胎
叫
掃
を
資
る
を
業
ご
せ
る
も
の
も
あ
っ

た
0

「
見
た
京
物
語
」
に
「
所
仕
し
か
に
党
へ
長
自
由
九
ご
い
ム
鶏
の
金
看
板
表
に
出
し
て
あ
り
、
共
協
書
に
子
を

争
む
こ
ご
妙
な
h
、
子
を
苧
ま
ん
こ
古
妙
な
り
」
ご
ゐ
る
如
、
き
そ

ω
一
例
で
あ
る
。

町

内

リ

ヅ

ロ

翼

タ

(陸
v

「
磐
以
芯
」
巻
二
に
日
〈
『
子
間
引
は
う
る
由
(
由
義
な
り
、
削
虫
設
山
省
言
な
り
。
共
山
閑
を
控

f
す
る
刊
誌
也
。
木
荷
物
両
者
孤
せ

部
二
十
大
谷

t再

現

Ji 
主:

五
五

自骨

音量

山
地
調
諸
滞
に
お
け
ゐ
赤
干
養
育
仕
法
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司是

諭

臭
剤
諸
藩
に
お
け
る
赤
子
盤
育
仕
法

第
一
十
大
佳

一
五
大

第

披

li 
プミ

る
を
授
き
拾
る
土
リ
出
た
る
阿
と
み
え
た
0
0
又
方
借
こ
れ
を
民
す
と
も
云
、
赴
掠
る
も
の
を
還
す
の
設
な
り
。
島
に
土
り
或
は
ぷ
ワ
廷
す
と
も
一
耳

と
ぞ
。
卸
打
越
す
な
る
べ

L
ト。

1
日
〈
『
夫
喜
子
を
乳
す
る
は
藤
崎
産
業
白
叫
に
な
る
と
て
、
錆
民
は
一
二
子
を
宵

L
、
首
家
位
三
割
子
に
泊
ず
、

五
人
以
上
を
止
宵
す
る
省
、
世
の
稀
な
る
と
と
に
思
ひ
、
合
貼
一
山
陣
粧
し
み
誹
る
。
先
づ
胎
子
を
産
み
搭
す
中
、
夫
婦
請
と
も
品
晶
子
を
ワ
か
み
、
葉

糠
由
拙
在
日
に
拙
込
み
、
呼
眠
を
止
め
、
紅
門
を
塞
ず
、
膝
下
に
推
し
政
き
、
或
は
薦
蕗
に
誕
み
、
白
磁
な

E
重
き
物
を
お
し
に
置
さ
、
戒
は
土
中

に
埋
め
、
点
は
絞
め
綻
り
な
ど
種
々
様
々
の
仕
方
に
て
害
す
る
な
り
。
共
感
必
修
寄
な
る
ζ

と
誰
か
側
雌
白
必
を
副
か
さ
Y
ら
ん
や
。
ヰ
に
死
に
そ

ζ

な
V
て
活
た
る
も
由
も
、
首
筋
肉
明
よ
ぢ
れ
て
生
れ
得
ぬ
か
た
わ
に
成
る
な

U
。
予
出
訟
の
臥
叫
む

E
に
も
か

2
0
也
の
あ
り
き
c
和
問
智
の
闘
怖

と
は
い
り
な
が
ら
、
悪
鬼
夜
又
の
心
に
伸
し
〈
人
知
O
均
す
べ
審
議
と
も
息
U
れ
す
、
人
面
獣
心
に
非
ず
中
。
其
多
〈
の
中
に
は
、
手
づ
か
ら
な
し

就
て
路
盤
K
託
L
て
民
さ
す
る
も
の
あ
り
。
口
正
普
は
穏
婆
L
E
般
〈
減
む
べ
き
と
と
な
り
。
又
胎
内
の
子
世
織
を
用
て
破
り
殺
す
も
あ
り
。
是
又
生
れ

て
殺
す
も
何
ん
ぞ
異
な
ら
ん
宇
。
入
山
人
た
る
も
の
、
す
ま
じ
き
ζ

と
也
o

此
思
哲
平
久
し
く
民
心
に
器
問
L
官
山
こ
と
誌
な
り
持
品
作
ば
、
銘
々
禽

献
に
も
劣
り
た
る
わ
ざ
と
も
し
ら
ず
、
長
人
間
の
恥
づ
ベ
告
乙

K
L
も
思
は
ず
、
か
〈
せ
血
ば
な
ら
ぬ
こ
と
h

心
持
た
る
は
猷
か
は
し
き
こ
と
な
ら

ず
苧
』

人
口
制
限
に
封
す
る
政
策

こ
の
人
口
制
限
に
劃
す
る
政
策
ご
し
て
は
幕
府
も
相
営
の
注
意
を
梯
ひ
、
堕
胎
施
術
者
に
謝
し
て
蕗
罰
を
加
へ

た
守
』
ご
が
あ
h
、
享
和
元
年
三
月
柏
崎
九
入
郎
の
上
蓄
に
は
「
近
来
御
料
所
の
方
は
少
々
づ
、
の
御
手
賞
に
て
、

子
を
ま
ぴ
〈
事
御
停
止
に
て
、
大
概
は
止
候
様
に
承
。
お
よ
び
申
候
。
先
は
宜
方
に
本
存
候
山
吉
云
っ
て
居
る

が
、
ぞ
の
所
謂
『
少
々
づ
つ
の
御
手
嘗
」
な
る
も
の
が
、
果
し
て
如
何
な
る
地
方
に
於

τ如
何
な
る
方
法
で
行
は
れ

地抑議膏第九編 '9頁
岩磐史料護官、上巻.磐披芯 50--51頁
拙著、組前史研究 125頁
臆銃弾事ム日本組持議書第十ニ巻 4"32頁
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た
も

ωで
あ
る
か
は
明
か
で
な
い
。
た
u
v

幕
府

ω代
官
が
地
方
で
行
っ
た
方
法
は
一
二
号
の
例
が
ゐ
る
。
例
へ
ば

常
毛
ニ
州
の
代
官
竹
垣
直
温
は
殺
見
を
禁
じ
、
育
児
金
を
奥
へ
、
且
越
後
の
窮
民
を
移
し
、
回
宅
を
授
け
て
地
を

開
忽
せ
し
め
た
o

寛
政
五
年
以
来
凡
そ
二
十
年
に
し
て
流
民

ω原
籍
に
復
す
る
者
百
六
十
傍
人
、
児
子
の
育
つ
者

三
千
二
百
人
、
越
民
の
此
地
に
籍
す
る
者
凡
そ
三
百
僚
声
千
七
百
口
に
及
ん

ro
ま
た
暖
谷
大
四
郎
が
作
州
吉
野

郡
に
代
官
た
h
し
正
当
』
間
引
の
慣
習
康
〈
行
は
る
、
を
慨
し
、
久
美
滋

ω宮
商
稲
葉
市
郎
左
衛
門
を
設
い
で
銀
二

十
員
同
を
獄
せ
し
め
、
之
を
恭
金
ご
し
そ
の
利
子
を
以
て
吉
野
郡
の
児
子
養
育
者
を
扶
助
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

多
年

ω一
瞬
柄
引
漸
(
止
み
人
口
も
増
加
す
る
に
至
っ
た
ご
い
ふ
。

鞠
じ
て
各
務
を
見
る
に
、
営
時
こ
の
弊
風
改
善
の
た
め
に
努
力
せ
し
も
の
が
少
〈
な
い
。
例
へ
ば
白
河
務
、
庄

内
務
、
仙
肇
務
、
米
海
務
、
秋
田
務
、
水
戸
藩
、
士
佐
盤
、
鹿
児
島
滞
等
の
如
き
そ
れ
で
ゐ
る
。
そ
の
方
訟
に
は

積
々
あ
る
が
、
娘
婿
合
調
査
L
、
品
川
娩
の
後
、
育
児
金
を
典
ふ
る
如
き
は
多
(
採
用
苫
れ
た
方
法
で
あ
る

M

叉
民
間
篤
志
の
者
が
ニ
の
弊
風
改
善
に
識
し
た
事
も
少
〈
な
い
。
例
へ
ば
文
化
文
政
の
頃
伊
藤
安
居
烏
の
庚
橋

太
助
が
富
有
の
民
を
諭
し
て
金
穀
を
募
h
、
之
を
一
克
交
正
し
、
其
利
息
を
以
て
郡
内
貧
民
の
子
を
生
む
者
に
針

し
、
三
年
間
毎
年
米
一
益
宛
を
給
し
た
る
如
き
、
叉
天
保

ω頃
下
野
鹿
泊
の
入
、
鈴
木
四
郎
兵
衛
が
雄
婦
ゐ
る
を

開
〈
毎
に
、
遠
近
を
問
は
中
往
い
て
之
を
訪
ひ
、
見
を
泉
ぐ
れ
ば
私
費
を
出
し
て
之
が
衣
食
の
料
に
充
て
し
め
・

途
仁
五
百
伶
人
の
生
命
を
救
っ
た
ど
傍
へ
ら
る
、
如
き
、
安
政
の
頃
上
総
岡
武
射
郡
富
田
村
の
大
高
善
兵
衡
が
自

論

議

奥
羽
諸
藩
に
持
け
る
赤
子
措
置
宵
仕
法

第
ニ
十
克
容

五
七

第

枕

五
七

民政良稿制泊民政縞ド富 364頁、 374頁

拙著、近世農村問題史論 130頁以下
民政史稿、 lI!l岨I故情筒 17S頁
向、 2Il頁

)

)

}
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府
地
調
明
諸
離
に
お
け
る
赤
下
養
育
仕
法

論

議

主E
J、

第
二
十
六
巻

由1

概

五
ノ、

ら
戸
毎
に
設
、
き
人
毎
い
ん
識
し
て
奔
走
到
ら
グ
る
な
(
、
且
つ
自
ら
貧
見
孤
児
を
養
育
す
る
こ
ご
三
十
除
人
に
及
び

維
新
後
も
厭
嘗
局
者
Z
共
に
こ
の
阻
復
改
善
に
努
め
し
如
き
こ
れ
で
あ
る
。

四

奥
羽
に
お
け
る
事
例

次
に
問
題

ω
餓
倒
を
狭
め

t
奥
羽
判
地
方
に
り
に
つ
い
V
1
考
ふ
る
に

1

-

』

ω地
方
に
於
て
も
人
口
制
限
的

J

盛
ん
に

行
は
れ
た
こ
=
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
本
多
利
明
は
『
間
引
子
ご
荒

L
作

h
は
箱
根
峠
よ
り
東
諸
闘
の
風
俗
」
な
り
ご

い
ひ
、
「
巡
の
須
佐
美
」
に
は
庄
内
地
方
に
此
弊
風
ゐ
る
こ
ご
を
設
語
、
「
奉
呈
松
捺
疋
防
省
調
事
」
に
も
「
小
生
熟

々
秋
田
求

ω形
勢
を
観
察
致

L
候
路
、
御
礼
汐
閤
之
内
に
て
百
姓
貧
畿
の
者
は
、
某
父
母

ω養
に
窮
迫
致
し
伎
に

付
.
姉
人
虚
子
依
す
」
も
其
父
母
に
は
不
被
替
市
中
故
、
泣
h

吋
産
出

ω赤
子
を
殺
害
致
候
者
毎
年
数
誌
に
相
及
び
候
・
次

第
に
御
座
候
」
ご
述
〈
工
居
る
。
又
仙
豪
務
部
川
東
山
の
上
舎
に
も
「
五
六
十
年
以
前
ま
で
(
町
一
拍
)
御
百
姓
子
供
生

育
仕
る
に
は
一
夫
一
婦
に
て
男
女
王
六
人
も
七
人
人
も
生
育
仕
候
慮
、
近
年
不
相
縦
仕
る
故
か
、
叉
世
上
品
4
L
リ
候

故
に
や
一
同
人
の
外
は
多
f
生
育
不
仕
、
も
ど
す
、
返
す
邦
Z
申
候
JL
出
生
い
な
や
其
父
母
直
き
に
残
害
仕
候
。

(
蜘
)
此
弊
風
に
習
ひ
依
て
お
民
共
も
多
子
よ
り
少
子
の
鋒
な
き
が
勝
。
候
ご
て
是
亦
一
一
一
四
人
仁
一
小
池
候
い
ご
い
へ

る
如
き
、
何
れ
も
奥
羽
地
方
仁
於

τも
こ
の
随
捌
自
の
一
般
に
行
は
れ
た
こ
ご
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。

而
L
て
こ

ω
随
習
を
改
善
す
る
た
め
に
奥
羽
各
務
に
於
て
亦
子
養
育
仕
法
を
立
て
た
も
の
が
少
〈
な
レ
。
且
天

頁

耳
目

5

d

匂
唄

を
頁
笹
口

二
臼
中
、

十
2

築
八

第
編
金
聾

曹
じ
苧
書

rA
織
第
車
議

行
持
書
刷
済

可
棺
韓
信
組

、
本
知
藤
本

同
日
出
低
日

7) 
1) 
2) 
3】

4) 

-E 
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対ト

明
・
天
保
の
飢
他
が
奥
潟
地
方
に
て
は
殊
に
甚
し
か
っ
た
か
一
三
こ
れ
が
た
昨
日
し
此
等
地
方
の
人
口

ω減
少
せ

L

-
」
ご
も
甚
し
〈
、
農
業
努
力
を
充
賞
す
る
た
め
に
、
人
口
り
増
加
台
必
要
芭
し
た
こ
己
が
少
〈
な
か
っ
た
。
ニ

ω一

結
か
ら
見
る
も
回
目
省
改
善
り
必
要
は
一
屠
大
な
る
も

ωが
ゐ
ウ
た
で
ん
ら
う
。

白
川
柴
崎
捌
必
が
同
滞
に
於
て
人
口
檎
殖
策
を
採
っ
た
こ
ご
は
私
の
既
に
遁
ぺ
党
所
で
ゐ
る
が
、
内
「
甲
子
夜
話
」

に
も
次
の
如
き
一
節
が
見
え
て
居
る
。
卸
ち
「
奥
州
の
民
間
は
子
を
産
す
れ
ば

郎
殺
し
て
育
す
る
-
-
正
な
し
。

こ
れ
取
揚
拙
寄
り
産
所
に
於
τ
h
r
〈
柏
崎
る
こ
正
、
ぞ
。
常
州
の
俗
に
同
じ
活
か
。
然
る
音
楽
街
始
め
白
川
へ
入
部
ゐ

h
τ
よ
h
殊
に
こ
れ
を
禁
じ
、
闘
中
に
A

ザ
を
廻
し
、
民
間
に
焼
身
の
婦
ゐ
る
ご
き
は
屑
き
せ
、
略
者
一
人
ご
産
婆

一
人
を
遣
し
改
め
、
臨
産
の
ご
き
も
亦
遺
し
て
取
揚
さ
せ
げ
る
。
但
そ
の
手
賞
ぜ
し

τ
一
口
に
金
一
回
二
方
一
却
を

奥
へ
た
り
し
ご
ぞ
。
侯

ω
園
事
に
心
を
用
ふ
る
如
斯
。
困
て
白
川
人
別
措
哨
て
、
後
は
新
聞
等
も
多
〈
聞
け
、

三
男
四
男
の
議
も
か

ω地
の
農
言
潟
れ
h
Z
ぞ
」
云
々
さ
。
叉
寺
西
野
一
冗
が
寛
政
四
年
白

墾
闘
に
は
闘
中
め
士
、

河
郡

ω塙
及
岩
城
小
名
嵐
山
り
代
官
正
な
る
や
、

こ
り
思
風
を
改
善
せ
ん
ご
し
て
訓
語
数
導
を
怠
ら
十
、

二
十
年
間

紹
え
宇
部
内
を
巡
楓
し
、
亦
子
一
人
生
る
れ
ば
金
一
枚
或
は
二
枚
を
貧
富
の
皮
に
慮
じ
て
給
輿

L
、
立
(
後
民
口
繁

殖
す
る
に
至
っ
た
ご
い
ふ
。
文
政
二
年
塙
に
建
て
ら
れ
た
誕
育
塚
は
こ
の
事
績
を
侍
ふ
る
も

ωで
あ
る
。

曾
津
務
に
於

τも
「
奮
浦
市

ω弊
俗
父
母
子
生
育
す
る
こ
三
子
に
至
れ
ば
之
を
育
す
る
の
勢
を
服
う
て
皆
取
ゐ
げ

宇

ピ

セ

守

S

?、

n
T
娩
を
ま
っ
て
産
子
を
害
す
。
是
れ
を
間
脱
ご
い
ふ
O

E

廊
民
慣
れ
て
常
ご
し
情
ご
し
て
怪
ま
十
L
U

寛
文

諭

主主

tt'. 

蹴

五
ゴL

奥
羽
諸
滞
に
お
け
る
赤
干
養
育
仕
法

銘
ご
十
大
巻

五
ブL

} 

c;I) 

捌者、天災 ξ到筑 55頁以下
明者、在附農村問題史論 J30頁
闘書刊行曾本、附子在話第二二、 206頁
面l摘、賑岨枇隣町 r63I'f
贈従三位丘中府保科iE之事日時 11頁。和徳銅 7(irf(

)
}
)
)
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論

第
ニ
十
六
巻

-
穴

O

プミC

O 

奥
羽
諸
藩
に
お
け
る
赤
子
養
育
仕
法

第

説

諜

年
七
月
保
科
正
之
は
衆
に
之
を
数
識
す
べ
き
こ
ご
を
命
む
た
。
尤
「
此
度
念
度
御
詰
度
に
被
仰
付
候
に
て
は
無
之

候
へ

E
も
、
下
々
へ
や
日
無
油
断
申
設
へ
禁
中
に
裁
も
不
問
入
者
有
之
候
は
て
中
熔
様
殊
の
外
御
嫌
ぴ
被
成
候

儀
に
候
間
・
立
御
耳
伎
は
ャ
不
可
然
向
中
聞
け
候
は
い
速
に
可
相
止
候
』

Z
ゐ
る
か
ら
、
兵
睡
的
に
養
育
方
法
を

設
け
た
わ
け
で
は
な
い
ゃ
う
で
あ
る
が
、
兎
に
角
忠
明
白
改
善
の
た
め
の
数
誠
を
な
苦
し
め
た
-
』
ご
で
あ
ら
う
。
ま

た
藤
内
務
で
は
老
同
水
野
大
騰
が
貧
民
の
養
ひ
難
き
も
の
を
選
ぴ
、
そ
の
子
五
歳
に
歪
る
ま
で
扶
持
米
を
興
へ

τ

ニ
の
弊
風
矯
正
に
力
的
M

其
他
仙
肇
一
藩
秋
田
藩
の
こ

Z
に
つ
い
て
は
土
屋
氏
の
研
究
が
ゐ
h
、
米
搾
務
に
つ
い
て

は
措
藤
氏
の
著
書
に
そ
の
・
』
芭
が
見
え
て
居
る
。

ま
た
民
間
篤
志
の
行
錯
Z
し
て
は
幕
末
の
頃
仙
北
地
方
一
帯
の
地
に
於

τ借
慶
念
坊
(
註
日
)
が
岡
山
棋
の
理
を

設
き
、
死
す
守
へ
き
運
命
に
あ
・
り
し
嬰
鬼
を
貰
ひ
受
け

t
育
て
あ
げ
し
も
の
が
五
十
数
人
に
及
ん

r。
返
郷
の
人
で

慶
念

ω篤
志
に
成
じ

τそ
ω持
地
を
買
っ
て
鹿
念
を
援
助
し
た
も
の
も
あ
っ
た
ご
い
ふ

M

向
、
明
治
六
年
品
川
代
岡

信
夫
郡
一
踊
島
町
米
津
屋
源
人
外
二
人
が
以
前
よ
h
存
せ
し
ご
思
は
晶
、
「
ー
ナ
孫
繁
昌
手
引
払
」
な
る
書
を
施
板
し
、

間
引
子
の
勢
風
を
矯
正
せ
ん
さ
試
み
、
之
に
倣
ひ
て
真
に
同
文
の
書
営
再
び
他
人
が
施
本
せ
し
が
如
、
吉
長
ご
も
ゐ

っ
た
o

此
等
の
例
は
街
地
に
も
存
す
る
こ
E
で
あ
ら
う
。

秋同前及臨兄島藩自入日抗
頁
普

町，三
E
第

簡
集

珂
椀
繭

担
枇
亭

2

他
柑
抗

削
服
組
三
政

M
H

、
、
晶
官
民

計
頁
詰
九
回

H
リ
白
仕
一
一
一
会

U
2
宵
第
山

削
V
E
F

義
誌
血
鴨

川
刊
さ
子
雑
杉

ー
す
指
骨
上

作
自
の
宇
、

松
窓
維
事
曲

。
・
曙
園
圭

年
掲
仙
傭
藤

千
前
鶴
幽
曲
賞

10) 
11) 
1勾

13) 

"・..・，，'



中
村
藩
、

二
本
松
藩
及
新
車
藩
に
お
け
る

五

赤
子
養
育
仕
法

二
本
松
藩
及
び
新
港
務
に
お
り
る
同
様
の
仕
訟
を
も
述
ぺ
て
見
た
い
己
思
ム
。

最
近
私
は
中
村
務
の
育
児
仕
法
に
閲
す
る
規
定
を
見
る
の
機
曾
を
得
た
か
ら
・
そ
れ
を
こ
、
に
紹
介
す
る
ご
共

( 

一) 

中
村
藩
。
中
村
証
聞
は
慶
長
以
来
相
馬
氏
の
封
土
で
あ
っ
工
、
石
高
六
高
石
で
ゐ
る
o
「
磐
城
志
」
に
「
按

に
今
、
子
間
引
の
園
東
聞
に
組
て
六
ケ
図
ゐ
hJ
、
所
謂
奥
初
、
常
陸
・
下
線
、
上
下
野
州
等
是
な
h
o
就
中
岩
城

。。

常
陸
相
馬
下
野
迭
を
盛
な
・
り
ご
す
」
ご
あ
っ
て
間
引
の
風
明
日
は
司
、
の
地
に
も
盛
ん
に
行
は
れ
た
が
、
天
明
の
飢
催

の
た
め
に
人
口
は
著
し
(
減
少
し
た
。
官
時

ω調
査
に
よ
れ
ば
左

ω如
〈
で
ゐ
る
。

天

明

飢

値

死

亡

表

部

名

死

失

人

病

隙

口

宇

一
二
九
六

一
O
、
五
大
七

長

一
七
五

;~ 

郷

λ 

七
、
一
一
八

七
λ

郷

九
J
一
四
回

一
、
一
七
五

中

=一

O
λ

1)、

六
、
五
ニ
λ

四

J、

高

五
"-ノ、

楳

事臨

才色

~ ，、

玉
、
四
七

、-、
''E

，
 

論

議

奥
羽
諸
藩
に
お
け
る
赤
子
養
育
仕
法

第
一
一
十
六
笹

明

家
戸

O
八

一
一
一

一一六=一
O 
j， t 

四

~ 

lIi 

抗

死
亡
歩
合

WU 

歩

四
分
七
回

制

:!p 

大
分
五
直

四
分
λ
圃

大

嗣情義梅、鹿詰:碕D事蹟 6-[[，46-51頁
前拐、磐披志、 51頁多聞

前掲、 51頁
官E塚氏手肥による。

14) 
Io) 
1) 

2) 

.・'.'・



論

奥
羽
諸
藩
に
お
け
る
赤
子
養
育
仕
掛

第
二
十
穴
巻

プ志

第

鶴

-
六
ニ

議

市

楳

四
回

プL

三
分
剛
直

::J， 

薬

問
、
一

λ
0

11J 

豆
、
一
三
回

λ
七
回

一、

o=二

一
割
七
分

四
八

O

計

四
八
、
二
回
三

問
、
四
一
七

一、
λ
凹
三

一
J
ニ
七
一

以
よ
山
事
坑
は
天
明
三
年
十
月
一
日
よ
り
蛮
山
年
三

H
十
五
日
弱
内
調
査
に
悌
る
も
の
で
あ
っ
て
、
六
月
に
歪
り
で
は
死
亡
離
散

ω
般
八
千
五
百

人
、
枠
内
後
世
一
件
詩
査
に

k
p
凡
一
高
四
千
傍
人
心
多
動
に
謹

L
、
郎
ち
人
口
由
四
分
一
&
央
ふ
に
至
っ
た

2
い
ふ
ロ

賞
時
の
務
主
卸
も
十
一
代
群
胤
公
は
人
口
の
減
少
を
憂
へ
、
堕
胎
殺
児
の
弊
風
を
矯
正
せ
ん
こ
己
に
力
め
、

方
に
は
紳
仰
信
仰
の
徳
性
を
樋
養
せ
ん
が
た
め
に
、
城
市
高
松
り
枇
地
境
内
に
子
安
大
明
一
柳
の
洞
を
建
て
、
一
中
産

守
護
の
紳
古
銭
し
、
懐
秘

ω者
へ
設
を
授
け
、
信
心
的
徳
に
依
て
一
中
庭
母
子
安
全
の
立
願
を
潟
さ
し
め
、
叉
妙
見

批
に
於
て
は
母
子
安
全
・
五
毅
成
就
・
人
民
壁
掛
剤
、
子
孫
繁
昌

ω守
札
を
領
内
全
般
ド
配
付
し
、
殊
に
懐
雄
者
の

た
め
、
月
並
母
子
安
全

ω析
騰
を
執
行
し
て
守
札
を
附
輿
し
、
其
山
産
の
子
女
に
謝
し
て
は
寿
命
料
記
し
て
若
干

の
米
殺
を
給
自
問
し
、
専
ら
産
児
の
生
育
を
遂
げ
し
め
・
又
一
一
陶
身
持
不
謹
慎
の
た
め
、
流
産
又
は
死
見
分
娩
等
の

者
へ
は
・
そ
の
産
婦

ω侠
復
後
援
髭
を
剃
'
り
細
を
付
り
、
罪
肢
を
記
し
た
る
紙
小
鐘
を
指
さ
し
め
・
居
町
村
附
近

を
引
廻
し
・
奉
公
人

ω妻
女
に
ゐ
・
り

τは
、
そ
の
格
鵡
を
被
奪
す
る
等
の
こ
ご
も
行
は
れ
た
o
長
松
寺
住
借
物
先

蹴
師
も
大
に
戚
す
る
所
ゐ
h
、
官
両
民
且
且
奨
母
子
安
全
新
総

ω質
臆
を
領
内
毎
戸
に
一
枚
宛
配
分
し
花
正
い
ふ
こ
Z

で
ゐ
る
。

而
Lτ
赤
子
養
育
料
に
つ
い
て
は
天
明
七
年
六
月
に
至
っ
て
家
中
諸
士
、
町
人
等
に
掛
し
三
男
三
女
よ
り
一
人

前揖民手間8) 

. 
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に
付
米
一
俵
づ
、
七
ゲ
年
間
給
奥
L
、
農
民
に
劃
し
て
は
初
年
に
書
命
料
一
俵
養
育
料
二
俵
・
二
年
三
年
に
養
育

料
ニ
俵
づ
、
、
四
年
乃
至
七
年
に
養
育
料
一
俵
づ
、
、
都
合
す
ぺ

τ十
一
俵
を
給
す
る
こ
正
、
し
た
o
然
る
に
其

後
寛
政
十
一
年
及
ぴ
文
政
五
年
に
、
百
姓
町
人
に
謝
す
る
給
典
を
、
子
供
の
順
位
仁
よ
っ
て
庖
別
す
る
こ
ご
、

L
、
叉
双
生
児
の
場
合
に
は
特
に
多
額

ω給
奥
を
な
す
こ
吉
、
し
た
。
そ
の
大
館
は
究
の
如
〈
で
あ
る
。

百
姓
=
一
男
三
女

同

四

割

問

女

同

E
男
瓦
女
以
上

町

人

三

男

三

女

同

四

男

四

女

同

r
A

男
王
女
以
上

百
姓
町
人
共
有
出
生

百

姓

三

男

三

女

論

叢

躍
政
十
一
未
年
叫
串
養
育
料
割
合

米

拾

外米

十

ーーヌマ

米 外 来

十

じ
一八

米

十

米

十

五

最

古

一

十

六

依

文
政

Tn
午
年
以
講
義
育
料
割
合

米

拾

奥
羽
椅
講
に
お
け
る
赤
子
養
育
仕
法

1J; 

市ニ初問者J
年 年μ

同年目 T

命よ よよ
り四りり
七七三

料年依年lp.
目 I ! 自
主 趨迄
τ 

ヶ

'1 

依
知正

一
ヶ
年
二
依
抱

一
今
年
一
依
抱

快 健依 依 依

議三初
年 年
同

命止E
9ft足
じ

料 年
目ニ
泡年

目

ケ三
年 依

f長
多E

依

二 初 五 三朝五初初

年 年 年 年年年年年
fI十目 目白よ
よニよよ瓦 土 問 り
りfえりり{占りfJ;--
三戸-、 t凹 仁依
年六六年年二年二兆
日 目 目年目年七
誼f長依迄迄自主目ヶ
ー でよ年
ケ七出一一宅一り渡
年目 1，ケケ俵ケ四 j卜

十Zm年年 年 年

長話謀反主 孟2
宛すす宛宛 宛て

年

依
鈍E

11足11< 

お
時
命
耕
一
怯
初
年
四
依
エ
年
目
二
依

三
年
日
よ
り

E
年
固
ま
で
一
ヶ
年
一
依
宛

第
二
十
古
典
世

{ ，、

節

税

jミ

百姓並町人養育科被下定調4) 
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論

議

奥
掴
諸
藩
に
お
け
る
赤
子
養
育
仕
法

第
二
十
六
巻

六
回

第

規

一
六
回

一
、
三
男
三
宜
よ
り
養
育
料
披
下
候
露
、

議
申
料
一
依
祖
年
四
徒
一
分
二
年
同
ニ
依
一
分

三
年
目
よ
り
五
年
目
ま
で
一
ヶ
年
一
依
沌

ZM命
科
一
依
初
年
五
依
一
分
二
年
口
ニ
依
一
分

三
年
目
よ
り
王
年
固
ま
て
一
ヶ
年
一
依
宛

初
年
一
依
二
年
目
一
侠
三
年
同
一
依

初
年
ニ
依
一
分
二
年
目
一
依
三
年
日
-
依

初
年
一
一
一
依
一
分
二
年
目
一
依
三
年
目
一
快

調
年
十
ニ
依
一
一
…
蹴
刊
円
叫
叫
汁

二
年
同
よ
り
三
年
目
迄
一
ヶ
年
十
二
依
宛

兄
姉
之
内
事
時
に
山
品
開
軸
刊
供
共
定
白
年
陣
丈
柑
挫
位
事

同

四

割

四

女

米
拾
依
金
二
分

五
男
五
宜
叫
よ

米
折
一
依
金
二
分

同町

人

三

男

三

女

同

四

男

四

女

同
五
男
王
女
以
上

米

三

依

来
四
依
金
一
分

米
宜
依
金
一
一
世

百
姓
町
人
共
存
山
生

米

三

十

大

依

一
、
惣
舗
並
二
男
二
女
死
亡
致
候
後
出
生
由
三
抱
三
女
に
は
不
相
波
艇
先
務
致
候
辿
も
同
様
由
事

て
三
男
三
主
義
背
料
相
越
年
陣
中
凡
姉
由
内
再
去
致
艇
は
ピ
浪
曲
四
日
不
相
誕
備
。
回
男
同
宜
叫
上
井
市
に
綱

L
後
の
躍
起
柑
減
す

一
、
存
出
生
四
曲
闘
は
初
比
に
て
も
定
依
動
相
鵡
艇

他
三
男
三
女
山
生
後
た
み
」
へ
は
明
子
存
山
生
保
は
ピ
四
男
と
宜
男
由
定
侠
町
相
説
、
外
に
三
扮
六
依
相
法
候

一
、
其
月
四
出
生
翠
月
曜
閲
十
日
誼
に
局
制
曲
、
十
五
日
迄

ι断
相
山
、
十

E
H
よ
り
サ
日
迄
に
相
班
腕
事

右
ご
類
似
の
方
法
は
他
務
に
お
い
て
も
行
は
れ
た
所
で
ゐ
っ
て
、
敢
て
珍
ら
し
き
事
柄
で
は
な
い
が
、

こ
の
碕

の
規
定
の
中
に
ゐ
つ
て
は
詳
細
な
る
も
の
、
一
で
あ
る
。
殊
に
町
人
ご
百
姓
ご
を
区
別
し
、
百
姓
に
惇
〈
給
奥
し

た
こ

t
.
給
由
時
期
間
が
七
ヶ
年
若
〈
は
五
ゲ
年
の
長
年
月
に
及
ん
だ
こ
ご
は
一

の
特
色
で
あ
る
。
殺
児
の
場
合

に
長
子
は
そ
の
危
険
率
が
割
合
に
少
(
、
次
子
以
下
に
つ
い
て
は
甚
に
多
(
、
寧
ろ
生
存
す
る
こ
正
が
例
外
で
あ

る
こ
ご
は
、
嘗
て
私
が
上
総
岡
武
射
那

ω数
字
を
引
用
し
て
設
明
し
た
蕗
で
ゐ
る
が

H

諸
務

ω亦
チ
養
育
仕
法
に

拙稿、幕末における農村扶埠の-'例、世官科事第一巻ヒ腕5) 
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於

τ、
大
抵
は
長
子
に
は
之
を
奥
へ
争
、
次
子
よ
り
之
を
支
諭
せ
る
こ
ご
は
、
間
接
に
之
を
謹
明
す
る
も
の
古
鬼

る
こ

Z
が
出
来
る
。
然
る
に
中
村
藩
に
於
て
は
、
天
明
以
来
常
に
三
男
三
女
よ
h
之
を
支
給
し
次
子
に
支
給
せ

F

る
は
、
如
何
な
る
理
由
に
依
る
か
明
か
な
ら
ぎ
る
も
一
家
に
二
児
位
は
養
育
す
る
を
常
正

L
、
従
っ
て
衣
子
に
封

す
る
陰
殺
の
危
険
も
割
合
に
少
い
が
、
児
女
三
人
以
上
に
及
ぺ
ば
生
計
其
打
困
難
ご
な
り
、
多
く
は
養
育
tι
符
TL

る
叫
肌
態
に
陥
h
し
た
め
で
ゐ
ら
う
ご
思
は
れ
る
。
二
男
二
女
死
己
の
た
め
に
三
男
三
女
に
養
育
料
を
奥
へ
ざ
る
こ

記
も
右
の
事
情
の
下
に
於
て
は
諒
解
L
得
る
蕗
で
あ
る
。
ま
た
双
生
子
に
掛
L
初
産
に
て
も
之
れ
を
興
へ
、
四
男

四
女
以
下
に
該
賞
す
る
場
令
は
、
双
生
子
に
謝
す
る
既
定
の
俵
数
の
外
、

四
男
五
男
の
定
数
を
も
併
せ
給
奥
し
た

る
は
、
双
生
子
の
養
育
が
困
難
で
あ
b
、
養
育
費
を
多
〈
要
す
る
の
み
な
ら
歩
、
蛍
時
之
を
恥
じ
て
殺
す
者
少
か

ら
t
t
・b-J
し
た
め
、
特
に
給
奥
を
多
〈
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

(
睦
)
米
摺
藩
て
は
盟
生
見
を
育
つ
る
と
き
は
鴎
却
に
害
あ
り

K
L
、
そ
山
一
一
見
圭
殺
す
の
迷
信
が
あ
っ
た
と
し
w
ふ
ζ

と
で
あ

h
e

( 

ー一) 

二
本
松
務
。

二
本
松
務
は
寛
永
二
十
年
に
丹
抑
制
右
京
太
夫
先
重
が
白
川
よ
b
斡
封
せ
ら
れ
て
後
、
代
々

丹
羽
明
氏
が
襲
封
し
て
明
治
の
維
新
に
及
ん
で
ゐ
る
o

そ
の
民
政
に
闘
す
る
統
轄
機
関
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
回
到
る

彪
が
な
い
が
、
育
児
・
養
老
・
窮
民
救
済
等
に
関
す
る
諸
制
度
は
特
に
滞
の
誇
h
E
す
る
所
な

h
Z
侍
へ
ら
れ

τゐ

る
町
人
代
高
山
刷
会
の
ピ
語
、
始
め
て
生
育
の
制
度
を
定
め
(
純
一
4
k
)

九
代
長
賞
会
の
ご
き
、
夏
に
を

ω
苧

て
(
特
設
)
永
世
の
基
本

Z
Lた
。
ま
た
寛
政
二
年
六
月
生
育
養
老
の
法
全
一
貫
施
し
、
卦
内
農
商

ω赤
子
及
九
十

輸

叢

奥
視
諸
蒋
に
布
け
る
赤
子
義
宵
仕
按

第
ニ
十
穴
笹

一
六
王

室事

韓

，、
五

持藤虫助、よ杉鷹山公由農肱 I02J!，(

ニ事松藩史 506民
B) 

7) 
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言荷

護

奥
羽
諸
藩
に
お
け
る
赤
チ
養
育
制
法

第
二
十
六
巷

a
-、今、
一J

a
F
」

/

第

擁

プす
宍

歳
以
上
の
男
女
仁
、
各
締
衣
一
一
慨
を
山
県
へ
、
以
て
後
世
の
成
規
正
し
た
。
十
代
長
鮮
公
の
享
和
二
年
に
僚
自
の
改

定
が
ゐ
っ
た
が
、
そ
の
中
の
一
ケ
僚
に
は
『
赤
子
生
育
の
儀
迫
々
申
出
候
趣
竪
相
守
子
供
出
生
の
節
、
不
仁
致
方

漏
有
間
敷
候
。
若
周
F
る
も
の
有
之
者
役
人
共
へ
可
申
出
、
隠
置
候
は
、
営
入
者
不
及
言
、
名
主
検
断
五
人
組
の

者
共
に
可
鴬
曲
事
事
』
正
あ
る
。

今
文
化
十
一
年
極
月
改
正
の
生
育
御
手
常
の
魔
仁
よ
れ
ば
長
子
出
生

ω場
合
は
手
嘗
を
輿
へ
す
、
次
子
以
下
友

の
標
準
に
よ
っ
て
之
を
奥
へ
る
。

一
、
町
、
在

子

王
ヰ
入
米

俵

一

一
、
同

子

同

俵

回

、
同

-
E

，f
1
t
 

E
一一

I
↑

同

四
俄

而
し
て
御
手
常
米
申
立
帳
並
受
取
越
文
を
出
生
三
ヶ
月
目
の
二
日
四
日
雨
日
の
内
に
曾
所
へ
指
出
す
規
定
で
あ

る
o

但
、
出
生
三
十
日
未
満
に
て
死
む
し
た
場
合
は
手
嘗
を
奥
へ
も
，
、
出
生
手
嘗
申
立
て
守
正
も
三
十
日
以
上
に

て
死
己
し
た
る
ご
き
は
子
の
順
位
如
何
に
よ
ら
宇
一
俵
を
奥
へ
、
手
賞
申
請
後
下
附
前
に
死
む
す
る
正
も
申
立
高

の
通
h
給
興
す
る
c

双
子
山
生
の
場
〈
ロ
は
廿
ニ
俵
を
奥
へ
る
。
こ
れ
は
出
産
後
直
も
に
五
俵
を
奥
へ
、
三
ヶ
月
目

仁
五
俵
、
翌
年
よ
h
四
ヶ
年
間
三
俵
つ
、
毎
年
桶
月
に
奥
へ
る
。
但
双
子
出
生
後
手
掛
同
米
を
受
け
F
る
内
に
一
子

死
己
し
た
る
場
合
は
、
出
産
後
直
ち
に
手
営
米
を
給
せ
争
、

三
ゲ
月
後
に
至
・
9
、
子
の
順
位
に
臆
じ
て
普
通
的
手

蛍
を
興
へ
る
司
』
吉
、
な
っ
て
居
る
。
又
懐
維
を
知
ら
A
V
奉
会
に
出
て
出
生
し
た
る
場
合
は
三
ヶ
月
目
に
申
立
て
四

同上、 50、目、 506頁

向上、 584頁 . 
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俵
を
奥
へ
る
。
但
、
出
生
後
養
育
の
た

め
引
込
た
る
場
合
は
普
通
の

に
衣
服
を
奥
ふ
る
こ
己
は
、

貧
繭
や
子
敷
に
拘
ら
す
、
嫡
子
の
外
見

出
生
の
も
の
は
倫
、

九
月
乃
至
三
月
出
生
の
者
は
綿
入
を
奥
へ
る
。

省
〈
。天

保
三
辰
年
の
改
正
で
は

一
、
車
服
被
下
是
諸
の
泊
三
子
よ
"
被
下
候
事

兄
帥
九
戯
よ
り
以
下

-
、
合
二
分
は
町
在
三
干
へ
被
下
艇
事

て
同
三
分
は
同
四
子
へ
被
下
候
事

一
、
同
一
一
瑚
は
同
王
子
以
上
被
下
候
事

但
山
止
三
十
日
後
病
死
院
へ
ば
中
前
回
紋
下
候
事

-
、
金
一
分
は
奉
公
中
山
生
相
子
へ
被
下
候
事

て
同
二
分
は
周
二
三
子
へ
被
下
値
事

一
、
同
一
聞
は
同
四
子
以
上
「
被
下
僻
事

但
何
れ
も
七
月
橘
月
二
期
に
被
下
候
事

右
何
れ
も
兄
姉
七
鼠
以
下
八
成
に
御
成
候
「
ぽ
不
被
下
候
事

且
子
へ
御
手
話

一
、
金
入
雨
被
下

議

奥
羽
諦
離
に
お
吋
る
赤
干
養
育
仕
法

論

姉
十
歳
以
下
の
者
に
興
へ
、

手
賞
を
奥
ふ
る
の
み
で
あ
る
。
出
生
の
赤
子

四
月
乃
至
人
月

そ
の
他
詳
細
な
る
規
定
が
あ
る
も
今
は
之
を

第
二
十
六
巻

六
七

第

腕

一
穴
七

同上、 582頁10) 
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議

目指

奥
制
諦
静
に
お
け
る
赤
子
養
育
仕
法

第
二
十
六
盆

jョ
ノ、

第

蹴

ヲミC
F、

内

二
雨
ニ
分
は
出
生
直
に
椋
下

ニ
耐
二
分
位
一
一
一
ヶ
月
日
被
下

一
一
剛
抱
笠
年
よ
り
三
ヶ
年
被
下
艇
事

一
、
出
止
旧
政
子
一
年
に
不
満
内
世
病
拓
致
乳
岬
拍
子
に
相
時
離
雌
由
者
へ
は
申
立
の
上
左
由
通
被
下

一
、
銭
一
貰
文
沌

但
一
ヶ
月
分

但
山
止
由
月
よ
り
一
ヶ
年
に
揃
候
詫
被
下
候
事

古
ゐ
つ

τ従
来

ω手
常
米
金
金
鋭
に
て
典
へ
る
こ
ど
、
な
っ
た
。
出
生
児
己
兄
仙
川
正
の
聞
が
長
年
月
を
隔
て
居
る

場
合
に
子
蛍
米
を
支
給
せ

F
る
は
、

か
、
る
場
合
に
於
て
山
生
児

ω養
育
が
比
般
的
容
易
な
る
が
た
め
で
あ
ら

フ。( 

一一一) 

新
庄
務
。
新
庄
滞
(
戸
淳
氏
六
時
八
千
石
)

で
も
赤
子
養
育
法
が
行
は
れ
た
叫
そ
の
起
-
加
酬
は
明
か
で
な

い
が
・
享
保
頃
に
も
何
等
か
の
救
助
法
が
あ
っ
た
や
主
で
あ
る
。
文
政
四
年
十
二
月
に
は
郷
村
及
有
志
を
糊
誘

L
、
赤
子
養
育
米
貯
蓄

ω
方
法
を
設
げ
無
誌
を
俊
起
し
、
米
千
俵
を
積
立
貸
出
叫
し
、
そ
の
利
米
を
以
て
亦
子
養
育

の
手
嘗
ご
し
、
或
は
夫
食
付

ω利
米
合
以
て
救
助
す
る
挫
す

ω
こ
正
が
ゐ
っ
た
が
、
凶
作
飢
僕
等
に
際
し
、
元
米
を

失
ひ
中
絶
す
る
に
至
っ
た
こ
正
も
ゐ
る
o

戒
は
山
産
後
養
育
山
り
た
め
、
夫
は
一
日
日
間
停
馬
を
用
品
恥
L
、
或
は
不
必

得
の
も
の
は
額
入
塁
、
男
崩
毛
剃
落
し
、
村
役
人
不
吟
味
の
場
合
は
過
料
等
の
罰
則
も
設
は
ら
れ
た
こ
ご
が
あ

る
。
嘉
永
五
年
仁
至
っ
て
述
書
を
費
し
た
が
、
そ
の
内
に
は
、

11) 故上部史 Eo-S4頁
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一
、
懐
胎
人
士
官
之
候
は
ば
其
旨
五
人
組
合
に
油
じ
、
村
位
人
北
日
比
一
山
姓
は
制
服
可
申
候
。
市
村
役
人
公
百
拡
共
似

AVM入
よ
り
崩
無
之
供
H
八
月
々
柑

改
山
誌
の
仙
も
選
時
時
御
代
LU
へ
制
服
イ
山
叩
引

但
比
一
心
伴
法
山
者
布
之
供
け
げ
夫
州
共
に
仰
侍
川
川
被
仰
刊
、
村
役
人
民
百
抗
は
政
方
年
間
に
心
得
、
脇
々
よ
り
判
断
候
は
ば
過
料
可
被
仰
叫

高j~

一
.
懐
胎
人
出
生
有
之
供
向
、
松
岡
窮
の
も
の
L

制
手
前
米
被
成
ド
供
同
御
代
官
時
時
山
上
可
巾
山
般
事

一
、
山
産
後
抗
不
足
の
も
の
へ
も
治
同
様
の
事

'" 々

等
の
一
」
ご
が
見
え
て
居
品
。
印
ち
手
常
米
な
支
給
せ
ら
品
、
も
り
は
栂
困
帰

ω
bの
又
は
乳
不
足

ωも
の
で
あ
っ

て
す
べ
て
の
産
婦
に
謝
す
る
も
の
で
な
い
こ
ど
は
注
立
を
要
す
る

G

手
常
米
額
は
‘
そ

ω分
に
肱
し
米
七
俵
、

五

俵
、
三
俵
り
三
純
正
し
、
各
こ
れ
を
ゴ
享
年
間
に
奥
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
郎
も
七
俵
り
分
は
初
年
に
三
依
、
立
(
後

ニ
俵
づ
、
、
五
依

ω分
は
初
年
翌
年
ニ
俵
づ
、
、
三
年
目
仁
一
俵
ピ

L
、
三
俵
山
分
は
毎
年
一
俵
っ
、
で
あ
っ
た

ご
い
ム
。
此
等
り
酷
か
ら
見
て
も
、
新
庄
諮
り
育
児
仕
訟
仁
は
‘
救
貧
り
趣
意
が
多
分
に
合
ま
れ

t
居
る
ゃ
う
で

あ
る
。
倫
民
間
的
救
助
己
し
て
は
享
保
頃
に
端
雲
院

ω償
楽
天
な
る
も
の
慈
著
者

ω喜
損
を
資
ピ
し
て
救
助
に
労

め
た
。
ま
た
英
照
院

ω併
瑞
天
も
寺
側
一
百
石
よ
与
の
牧
納
米
中
、
生
計
米
を
除
き
北
(
伶
米
を
一
U
に
依
托

L
民
間
に

貸
付
け
、

そ
の
利
米
を
以
て
赤
子
養
育
の
費
に
充
て
た
ご
い
ふ
-
』
正
で
あ
る
。

担晶-，、

最古

諭

草t

一
六
九

臭
剤
繭
帯
に
お
け
る
ヰ
晶
子
盤
宵
引
訟

銘
ニ
十
大
谷

~，、
:lL 

茸，
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員間

最

第
二
十
穴
巷

七
O 

七

O 

第

腕

奥
田
明
諸
辞
に
お
け
る
赤
子
養
育
仕
法

以
上
三
務

ω事
例
を
逃
べ
た
が
、
各
そ
的
特
色
が
ゐ
っ
て
甚
だ
典
味
が
抑
怖
い
。
忍
明
白
改
善
的
方
法

E
L
て
は
戒

は
信
仰
者
〈
は
致
論

ω如
き
精
神
的
成
化
山
方
法
を
ど

h
、
或
は
物
質
的
に
手
蛍
米
や
育
児
金
を
興
へ

τぞ
の
目

的
の
述
成
に
つ
ご
め
‘
或
は
刑
罰

ω如
き
方
法
を
ご

h
し
場
合
も
ゐ
る
。
中
村
語
り
如
き
は
以
上
三
浦

ω方
法
を

何
れ
も
採
用
せ

L
も

ω
正
も
鬼
る
一
』
ピ
が
出
来
る
。

ま
た
子
世
米
金
で
ゐ
つ
ー
も
、
農
民
町
人

ωみ
な
ら
中
諸
士
じ
ま
で
奥
へ
た
も
の
も
あ
る
o

叉
そ
れ
等
を
同
様

に
取
扱
へ
る
場
合
正
、
そ
れ
等
を
悩
別
し
た
る
場
合
(
例
へ
ば
農
民
ご
町
人
ご
に
よ
っ
て
給
山
内
を
川
崎
に
す
る
如
き
)

ご
に
よ
り
・
自
ら
簿
政
者

ω意
ω存
す
る

n

践
を
知
る
に
足
る
o

ま
た
給
刻
は
弐
子
よ
り
興
へ
‘
或
は
三
千
よ
り
刷
出

へ
、
或
は
多
児
養
育
り
場
合
で
も
山
生
児
が
そ
的
兄
姉
己
的
り
間
隔
大
な
る
場
合
は
手
常
米
を
給
せ
す
、
反
之
、
双

生

7rTω
場
合
は
初
千
よ
b
之
を
支
給
す
る
如
き
、
或
は
給
制
時
期
間
も
三
年

ωも
の
も
あ
れ
ば
七
年
の
長
き
に
及
べ

る
も
の
も
あ
る
。
か
〈

ω如
き
は
勿
論
各
務

ω純
々
な
る
事
情
に
依
る
露
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
相
官

ω理

由
の
あ
る
所
で
ゐ
ら
3
0
ま
た
一
般
麗
家
仁
謝
し
て
典
ふ
る
場
合
記
、
主
ざ
し
て
貧
困
者
に
興
ふ
る
場
合
芭
に
よ

h
、
亦
子
養
育
を
如
何
な
る
立
場
か
ら
見
て
ゐ
る
か
を
知
る
こ
ご
が
出
来
る
o

却
も
育
児
仕
訟
を
救
貧
政
策
己
見

た
る
場
合
正
、
思
風
知
正

ω枇
曾
的
政
策
、
若
〈
は
農
業
勢
力
充
貨
の
政
策
£

L
t
観
た
る
場
合
ご
が
ゐ
ち
得
る

わ
り
で
ゐ
る
o

ま
穴
新
庄
藩
り
如
〈
産
婦
の
夫
の
僻
馬
役
を
免

L
た
る
如
き
場
合
、
亦
子
養
育
ご
い
ふ
意
味
は
米

金
給
山
県
の
場
合
己
大
に
異
ら
古
る
を
得
な
い
で
あ
ら

F

ヲ
。
或
は
務
が
給
興
す
る
場
合
E
無
査
を
組
織
し
て
相
互
救

~# 1>... J 



演
を
行
ふ
場
合
言
、
民
間
篤
志
者
の
救
済
正
は
、

-
】
れ
亦
そ
の
性
質
放
眠
不
等
に
多
少
の
差
異
が
ゐ
る
。

最
後
に
、

こ
の
仕
法
的
数
県
如
何
で
あ
る
が
、
以
上
の
規
定
だ
け
で
は
、
も
ご
よ
り
そ
れ
は
明
か
で
は
な
い
。

他
日
を
の
方
面

ω資
料
を
得
て
本
稿
を
禰
ム

ω外
な
旨
失
錦
で
ゐ
る
が
・
数
字
を
離
れ
て
概
括
的
に
い
へ
ば
、
会

然
数
川
市
な
か
り
し
も
の
ご
は
断
宇
る
こ
子
宮
得
ざ
る
正
同
時
に
、
又
非
常
な
る
質
殺
を
暴
け
得
た
も
の
正
も
い
ひ

得
な
い
で
あ
ら
う
。
換
言
す
れ
ば
、

こ
れ
仁
よ
っ
て
一
』
の
弊
風
を
悦
絡
し
得

g
hし
も
の
で
は
あ
る
が
、
然
し
多

少
ご
も
改
善

ω質
を
傘
げ
た
こ
ピ
は
、
和
々
の
一
一
帯
例
や
記
過
か
ら
論
断
l
得
品
目
脂
で
め
る
。
又
必
中
し
も
絡
の
仕

訟
の
み
で
右

ω恋
風
が
矯
正
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
〈
、
民
間
特
志

ωも
の
、
誘
世
帯
戚
化
も
山
県
つ

τカ
ゐ
っ
た
こ
ご

で
ゐ
ら
う
。

附
出
。
史
料
採
訪
山
際
に
お
け
る
出
掛
俊
民
(
東
京
)
小
川
雄
三
氏
(
合
梓
)
飯
塚
前
泊
氏
(
中
村
)
の
灯
誌
を
深
謝
す
@

諭

是正

奥
羽
諸
禄
に
知
け
る
赤
子
養
育
仕
法

事
二
十
六
巷

七

古事

鋭

-t: 
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